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法人契約の終身保険を退職以外の理由
で個人契約に変更した場合の経理処理

〔会社の税務 よろず相談室○102 〕

�．当社では被保険者を役員Ａ、死亡保険金受取人を
会社とする終身保険に加入していますが、このほど資
金繰りの関係で契約者、死亡保険金受取人を会社から
役員Ａ、役員Ａの遺族に変更して、保険料の会社負担
を少しでも軽くしようと考えています。
　この場合の経理処理はどうなりますか。

　
�．会社から役員Ａへの生命保険契約の譲渡として取
り扱われます。
　法人の保険料負担を軽減する方法としては、保険契
約の減額、解約の他に、契約者を被保険者に変更し、
生命保険契約を譲渡することも考えられます。
　この譲渡が有償であるか、無償であるかにより、次
のように処理します。
　
①　有償による譲渡の場合
　契約者を被保険者等に、受取人を被保険者の遺族
に変更し、有償で譲渡する場合は、解約返戻金相当額
(解約返戻金、積立配当金等の合計額）で譲渡します。
　法人の経理処理は、該当契約の資産計上額(保険料
積立金、配当金積立金等の合計)と解約返戻金相当額
との差額を雑収入、又は雑損失とします。
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②　無償による譲渡の場合
　無償での譲渡では、解約返戻金相当額を臨時給与
として取り扱います。
　該当契約の解約返戻金相当額と資産計上額との差
額は、雑収入又は雑損失として処理します。
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　臨時給与の場合、譲渡の対象が従業員であれば法人
としては損金算入され、また、役員に対する臨時給与
となる場合は、原則損金不算入となります。いずれの
場合も、受け取った個人には所得税、住民税が課税さ
れます。

③　譲渡後、保険事故が発生した場合や解約した場合
　譲渡の後、保険事故が発生した場合や解約した場
合の課税関係は、相続税、贈与税の対象となるか、
所得税の対象となるかで取扱いが分かれます。

※　相続税、贈与税の対象となる場合
　名義変更前の保険料も譲渡を受けた個人が支払っ
たものとみなして、通常の個人契約と同様に課税さ
れます。

※　所得税として課税される場合
　解約返戻金相当額（有償の場合には支払額、無償
の場合には臨時給与として課税対象となった金額）
を必要経費として計算することとされています。

 

（税制委員会：小林 秀子、甕 秀行グループ稿）
（監修：関東信越税理士会　松本支部）
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